
別紙（13－3）

番号

0

23,179,200

17,224,454

5,906,974

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

39,441

5,544,355

0

11,177,339

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

水資源の確保・水源地域活性化等を推進する ２－６評価方式

17,546,562 11,926,412

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

【政策ごとの予算額等】

政策名

20年度 22年度

18,125,959

17,634,845

評価結果の予算要求等
への反映状況

　政策評価を踏まえ、安全・安心な水資源の確保や水源地域の活性化等を推進するため、今後も引き続き水資源開発施設の整備を
着実に実施するとともに、水資源の安定性確保、水源地域の活性化等の施策を推進する。また、国連ミレニアム目標の達成に向け
引き続き水資源施策の発信、世界の水資源政策担当部局との政策交流等を実施する。上記施策を引き続き推進することとし、必要
な経費を要求する。

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜0＞ ＜0＞

47,772

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
5,544,785

個別票②と同様のため省略

なし

23年度要求額

5,544,355

18,116,406

＜0＞ ＜0＞

23,661,191

18,077,395

21年度

0



別紙（13-3）

番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 国土交通本省

Ａ 2 一般 国土交通本省

Ａ 3 一般 国土交通本省

Ａ 4 一般 国土交通本省

Ａ 5 一般 国土交通本省

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞＜ ＞

62,000

小計

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

水資源確保を図るための農業生産基盤保全管理・整備事
業に必要な経費

政策評価結果等
による見直し額

水資源確保等の推進に必要な経費

項

水資源対策費

水資源開発事業費対応表に
おいて●
となって
いるもの

水資源確保を図るための工業用水道事業に必要な経費

小計

水資源開発の促進に必要な経費 62,000

水資源確保を図るための水道施設整備に必要な経費

水資源開発事業費

政策名

合計

水資源の確保、水源地域活性化等を推進する ２－６

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計

水資源開発事業費

22年度
当初予算額

232,412

5,621,000

217,000

5,794,000

事項

の内数

水資源開発事業費

の内数

23年度
要求額

204,339

5,059,000

113,000

5,739,000

11,177,339

の内数

の内数

11,926,412

の内数

11,926,412

の内数

の内数

の内数

11,177,339

の内数

の内数



別紙（13-3）

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 ２－６

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による
見直し額
（C)

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 水資源の確保・水源地域活性化等を推進する

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号

　

　

　　該当なし

　

　

　

　

合計



別紙（13－4）

単位 基準値 目標値

（年度） １９年度 ２０年度 ２１年度 （年度）

日・％ 6,900 7,373 5300
日・％

（平成１８年
時点の過
去１０年平

均）

（平成２３年
時点の過
去５年平

均）

件 9 11 １３件

（平成１８年
度）

（平成２３年
度）

％ 85.1 89.1 100%

（平成１６年
度）

（平成２１年
度）

％ 57 61 70%

（平成１８年
度）

（平成２３年
度）

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

年月日

（有効性）
　水資源開発施設の整備の実施や、水源地域整備計画に定められた各事業（道路、土地改良、簡易水道、下水道等）の円滑な推
進による水源地域整備計画の完了、法律、条例等による地下水取水規制及び水源の表流水への計画的な転換等の取組は、安全・
安心な水資源の確保を図るための水資源の需給ギャップの縮小や水源地域の保全・活性化、地盤沈下の沈静化等の施策目標達成
に有効であると評価できる。
  また、世界的な水資源問題に関する国際会議等への参加や開催による各国への情報発信、最新の動向（情報）の収集は、水資
源問題解決への手がかりとして有効であると考えているが、関連する業績指標も順調であり、有効に機能している。

第１６５回国会内閣総理大臣所信
表明演説

記載事項（抜粋）

水 源 地 域
整 備 計 画
の 完 了 の
割合

「今後５年以内に、主要な国際会議の開催件数を５割以上伸ばし、アジアにおける最
大の開催国を目指します。」

世 界 的 な
水 資 源 問
題 に 対 応
するための
国 際 会 議
へ の 開 催
及 び 参 加
件数

11

　指標は、分母を平成１８年度までに策定済みの水源地域整
備計画数、分子をそのうち整備計画に位置付けられた整備事
業が完了済みの計画数とした割合を設定した。今後５年後まで
過去の実績値の推移と同様の実績の積み上げを図るものとし
て平成２３年度に７０％と設定した。

平成18年9月29日

施政方針演説等

政策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　安全・安心な水資源の確保を図るため、安定的な水利用の確保、健全な水循環系の構築、世界的な水資
源問題への対応、水源地域の保全・活性化等の総合的な水資源政策を推進する。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　安全・安心な水資源の確保や水源地域の活性化等を推進するため、水資源開発基本計画等に基づく事業や水源地域整備計画に
定められる各事業、地盤沈下防止等対策要綱地域における地下水採取目標量を達成するための施策等の着実な実施が求められて
いる。また、水に関する国連ミレニアム目標達成のためには、世界各国の取り組みが必要不可欠であり、今後とも世界の水資源
問題に関する国際会議等への参加を推進する必要がある。

(反映の方向性）
・　国土審議会水資源分科会調査企画部会における水資源の総合的なマネジメントの検討
・　持続可能な形で地下水の利用と保全をマネジメントするため「地下水管理方策」の検討
・　水源地域整備計画の着実な促進、各事業の関係者等との合意形成等
・　アジア河川流域機関ネットワーク（ＮＡＲＢＯ）を通じたアジア・モンスーン地域に適した水資源管理情報の発信
・　「河川流域における総合水資源管理のためのガイドライン」の普及
・　各種国際会議を通じた水資源問題解決に向けた情報発信

　地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、
関東平野北部の３地域については、地盤沈下防止等対策要
綱に定められた地下水採取の目標量が達成されていないこと
から、平成２１年度を目標年次とした上で、地下水の年間採取
量が対象地域毎に定められている目標量の合計値である７．５
９億ｍ３以下に抑制された場合を１００％として目標値を設定。

達成目標・指標の
設定根拠・考え方

（総合的評価）
　水資源開発基本計画等に基づく水資源開発施設の整備等では、新たに整備された施設や既存施設の適切な施設管理や効率的な
運用等により水資源の需給ギャップの縮小や安定的な水供給に寄与するとともに、水源地域の整備では計画に定められた各事業
の円滑な推進により水源地域整備計画を２１年度は１ダムで完了した。また、地盤沈下防止等対策要綱に基づく地下水採取量等
の現況把握、調査・解析等の諸施策の積極的な推進により地下水採取目標量をほぼ達成するなど、各種施策が有効に機能してき
たものと評価できる。なお、渇水影響度については、近年、少雨化傾向や季節別変動が大きくなっており、平成２１年において
も、水需要が増大する春から夏において記録的な少雨となり、四国地方を中心とする西日本の広い範囲で取水制限に至ったこと
による外部要因により目標値を上回ったが、本施策の業績指標は複数年で評価することとしているため、今後も、水供給安定性
確保のための施策、水の有効利用の推進などを着実に実施しつつ、引き続き目標達成状況を見極める必要がある。
　また、「第７回アジア・太平洋インフラ担当大臣会合」、「国際衛生年フォローアップ会合」等への出席における各国への情
報発信・収集等は、国連ミレニアム目標達成に向け有効に機能している。
安全・安心な水資源の確保や水源地域の活性化等のための諸施策は目標の達成に向け概ね順調な推移を示しているが、今後も引
き続き目標達成のための諸施策を着実に実施する必要がある。

（効率性）
　本施策は、法律に基づく「水資源開発基本計画」や「水源地域整備計画」、地盤沈下防止等関係閣僚会議において決定された
「地盤沈下防止等対策要綱」により、関係機関等との連携や調整を図りつつ計画的、効率的な実施を図ることとしている。
平成２１年度においては、水資源開発基本計画等に基づく水資源開発施設の整備や既存施設の適切な施設管理や効率的な運用等
により需給ギャップの縮小や安定的な水供給を図るとともに、水源地域整備計画による基盤整備等の実施に関する連絡調整を、
限られた人員及び予算で効率的に行い、１つの水源地域でダム竣功前に水源地域整備計画に定められた事業を完了させ、水源地
域の保全・活性化を図った。また、関係機関が連携し、地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るための取り組みの推進に
ついて「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議」にて申しあわせるなど、限られた予算で水資源の確保や水源地域
の活性化等のための諸施策は概ね目標値の達成に向けて順調に進んでおり、これまでの各種取組が効率的であると評価できる。
　また、世界の水資源問題に関する国際会議等の参加については、情報収集・発信としてより有効な国際会議を優先的に選択
し、必要最小限の人数で多くの国際会議に出席するなど、効率的に実施することが出来たと評価できる。

調査中

　国連ミレニアム目標達成のためには、世界各国の取り組みが
不可欠である。かつ、これらの取組を我が国がリードしていく観
点から、①我が国が国際会議を開催し、また、各種国際会議
等に参加し、日本国政府として、②方針の提示、③各種文書
等への提言等の盛り込み、④意見交換の場での理解促進、⑤
プレゼンテーション等の実施による啓発・普及等を図ることが国
連ミレニアム目標の達成に資することになることから、これらの
取組総数を政府方針に基づき５年後に１．５倍とする。

地 下 水 採
取 目 標 量
の達成率

63
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政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年　８月
担当部局名：土地・水資源局水資源部
担当者（連絡先）：小林

２－６政策名 水資源の確保・水源地域活性化を推進する 番号

64

7,259水資源の
確保、水
源地域活
性化等を
推進する

12,079

実　績　値

95.9

　業績指標として、全国の一級水系における水道用水の取水
制限を対象とした。ただし、渇水は気象条件に大きく左右され
ることから、評価時点の年次だけで評価するのではなく、目標
年次である平成２３年時点における過去５年間（平成１９年～
平成２３年）の平均値で評価を行う。

達成目標 指標名

渇 水 影 響
度


